
国
民

生
活

セ
ン
タ
ー
の

在
り
方

の
見

直
し
に
係

る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス

取
り
ま
と
め
（
案

）
に
つ
い
て

平
成

2
3
年

7
月

2
5
日

消
費

者
庁

（
独

）
国

民
生

活
セ
ン
タ
ー

【
独
立
行
政
法
人
の
事
務
・
事
業
の
見
直
し
の
基
本
方
針
】
（
平
成
22

年
12

月
7日

閣
議
決
定
）

１
２

組
織
の
見
直
し

（
１
）
機

能
の

移
管

○
セ
ン
タ
ー
の
各
機
能
（
支
援
相
談

研
修

商
品
テ
ス
ト

情
報
の
収
集
・
分
析
・
提
供

広
報

A
D
R等

）
を

１
２

組
織
の
見
直
し

消
費
者
庁
の
機
能
を
強
化
す
る
中
で
、
独
立
行
政
法
人
制
度
の
抜
本
的
見
直
し
と
並
行
し
て
、

消
費

生
活

セ
ン
タ
ー
及

び
消

費
者

団
体

の
状

況
等

も
見

つ
つ
、
必

要
な
機

能
を
消

費
者

庁
に

一
元

化
し
て
法

人
を
廃

止
す
る
こ
と
を
含

め
、
法

人
の

在
り
方

を
検

討
す
る
。

○
セ
ン
タ
ー
の

各
機

能
（
支

援
相

談
、
研
修
、
商
品
テ
ス
ト
、
情
報
の
収
集
・
分
析
・
提
供
、
広
報
、
A
D
R等

）
を

基
本
的
に
消
費
者
庁
に
一
元
化

※
２
４
年
度
か
ら
段
階
的
に
移
管
、
法
人

と
し
て
は
、
２
５
年
度
を
も
っ
て
発
展
的

に
解

消

○
支
援
相
談

研
修

商
品
テ
ス
ト
等
は

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
設
置
（
昨
年
12

月
）し

、
こ
れ

ま
で
14

回
の
議
論

○
支
援
相
談
、
研
修
、
商
品
テ
ス
ト
等
は

「
施
設
等
機
関
」
（
名
称
は
「
消
費
者
庁
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
」
）

と
し
て
位
置
付
け

【
機
能
面
の
問
題
点
】

○
庁

と
セ
ン
タ
ー
の

業
務

は
、
法

執
行

を
除

く
大

半
の

分
野

で
目

的
・
機

能
が

重
複

、
別

々
に
同

じ

課
題
に
取
り
組
む

（
２
）
セ
ン
タ
ー
の

柔
軟

性
・
機

動
性

を
生

か
す
組

織
運

用

【
財

産
事

案
の

情
報

発
信

】
課
題
に
取
り
組
む

(例
)消

費
者
事
故
情
報
の
収
集
・
分
析

・
注
意
喚
起
、
消
費
者
教
育
、
リ
コ
ー
ル
情
報
の
発
信
等

○
セ
ン
タ
ー
の
人
材
・
能
力
が
庁
設

立
に
伴
う
消
費
者
行
政
の
機
能
強
化
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い

【
財

産
事

案
の

情
報

発
信

】

①
支
援
相
談
等
で
得
ら
れ
た
情
報
、
②
PI
O
－
N
ET
情
報
、

③
安
全
法
に
基
づ
く
通
知
情
報
（
財
産
事
案
）

を
施
設
等
機
関
に
集
約

【
組
織
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
面
の
問
題
点
】

○
庁
職
員
は
出
向
者
か
任
期
付
職
員
で
専
門
性
の
蓄
積
が
困
難

○
セ
ン
タ
ー
は
効
率
化
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
が
課
題

を
施
設
等
機
関
に
集
約

。

⇒
・
手
口
公
表
等
は
迅
速
に
施
設
等
機
関

が
行
い
、

・
政
策
的
対
応
が
必
要
な
も
の
は
「
情
報
発
信
チ
ー
ム
（
仮
称
）
」
で
の

作
業
を
経
て

消
費
者
庁
と
し
て
対
応
す
る

○
セ
ン
タ

は
効
率
化
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
が
課
題

【
独
法
と
の
連
携
の
限
界
】

○
独
法
制
度
で
は
、
独
法
が
類
似
業
務
を
行
政
機
関
と
密
接
に
連
携
し
て
行
う
に
は
限
界
が
あ
る

作
業
を
経
て
、
消

費
者

庁
と
し
て
対

応
す
る
。

【
商

品
テ
ス
ト
】

○
事
故
調
査
に
当
る
も
の
は
事
故
調
査
機
関

○
事
故
調
査
に
当
る
も
の
は
事
故
調
査
機
関

○
事
故
調
査
で
は
な
い
が
、
注
意
喚
起
等
を
行
う
も
の
は

施
設
等
機
関
と
内
部
部
局
が
共
同
で
作
業
（
そ
の
際
事
故
調
査
機
関
の
審
議
を
経
る
）
。

【
】

消
費

者
庁

・
国

民
生

活
セ
ン
タ
ー
の

機
能

一
元

化
の

イ
メ
ー
ジ

【
A
D
R】 ○
消
費
者
庁
に
第
三
者
組
織
を
設
け
て
実
施
。
事
務
局
機
能
は
施
設
等
機
関

が
担
う
。

○
法

執
行

部
門

と
の

間
で
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル

を
設

け
る
。

（
）
セ

タ
が

持
現

場
情

報
を
政

策
に
直

結
す
る
組

織
運

用
等

（
３
）
セ
ン
タ
ー
が

持
つ
現
場
の

情
報

を
政

策
に
直

結
す
る
組

織
運

用
等

・
情

報
発

信
チ
ー
ム
（
仮

称
）

【
注

意
喚

起
・
情

報
発

信
に
つ
い
て
、
施

設
等

機
関
と
関

係
課
で
相

互
に
連

携
】

支
援
相
談
を
担
う
職
員
が
消
費
者
庁

情
報
発
信

す
べ

過
程

関
わ
る

⇒
支
援
相
談
を
担
う
職
員
が
消
費
者
庁

の
情
報
発
信
の
す
べ
て
の

過
程
に
関
わ
る
。

・
消

費
者

政
策

レ
ビ
ュ
ー
会

議
（
仮

称
）

【
長

官
主

催
・
施

設
等

機
関
の

実
務
か

ら
生

じ
た
問

題
提
起

を
政
策

形
成
に
活
用

・
反

映
】

※
こ
れ
ら
の
組
織
の
設
置
根
拠
と
運
用
ル
ー
ル
を
消
費
者
庁
の
規
程
で
公
式
に
定
め
る
。

（
４
）
セ
ン
タ
ー
職

員
の

採
用

○
24

年
度

以
降

セ
ン
タ

の
常

勤
職

員
は

庁
の

定
員

増
を
図

る
中

で
消

費
者

庁
生

え
抜

き
職

員
○
24

年
度
以
降
、
セ
ン
タ
ー
の
常
勤
職
員
は
、
庁

の
定

員
増

を
図

る
中

で
消

費
者

庁
生

え
抜

き
職

員
（
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
パ
ー
職
員
」
）
と
し
て
採
用

※
セ
ン
タ
ー
職
員
を
公
務
員
化
し
た
と
し
て
も
国
庫
が
負
担
す
る
人
件
費
総
額
は
増
え
な
い
。

（
５
）
セ
ン
タ
ー
の

人
材

・
ノ
ウ
ハ

ウ
を
生

か
す
人

事
運

用
・
任

用
○

消
費

者
庁

職
員

と
な
る
セ
ン
タ
ー
職

員
は

、
消

費
者

行
政

の
中

枢
を
担

う
人

材
と
し
て
育

成
○

新
規

プ
ロ
パ

ー
職

員
採

用
に
よ
る
、
消

費
者

庁
の

プ
ロ
パ

ー
職

員
比

率
の

向
上

1




